
改正育児・介護休業法、次世代法及びフリーランス法
説明会のご案内

内容

京都府内企業の人事労務担当者など対象者

●アドレス: 26kokinpr6@mhlw.go.jp
●メール件名:改正法説明会申込み
●記載事項:①会社名②参加者氏名（２名申込の場合は全員分）③参加会場 ④参加希望日⑤電話番号

申込方法

※定員に達し次第、受付終了となります。
※個人情報は、本説明会の運営のみに使用します。

以下メールアドレスあてに必要事項を記載してお申し込みください。受付メールは返信いた
しますので、必ず返信メールの内容をご覧いただき、受付状況についてご確認ください。

キャンパスプラザ京都 第２講義室
令和７年１月２２日（水）
１３:３０～１５:３０（受付開始１３:００）
定員 ２５０名

市民交流プラザふくちやま 市民交流スペース
令和７年１月２７日（月）
１３:１５～１５:１５（受付開始１２:５５）
定員 ５０名

説明会終了後準備出来次第京都労働局HPにて公開予定

北部会場

南部会場

動画公開
※多くの企業様にご参加いただくため、説明会のお申し込みは1社2名様までとさせていただき
ます。ご了承ください。

参加無料

令和７年１月２２日（水）参加申込の受付は終了しました



京都労働局 雇用環境・均等室

〒604-0846 京都市中京区両替町通御池上ル金吹町４５１
TEL ０７５－２４１－０５０４
（土日祝年末年始除く8:30～17:15）

仕事と育児・介護の両立支援制度及び一般事業主
行動計画策定時等に関する相談窓口

京都労働局雇用環境・均等室では、改正法の内容、
フリーランス法等に関する相談を受け付けています。

＊キャンパスプラザ京都には有料駐車場がわずかしかありませんので、公共交通機関をご
利用ください。

＊市民交流プラザふくちやまには併設の有料駐車場（約１００台収容）があります。

アクセス

市民交流プラザふくちやま（福知山市）キャンパスプラザ京都（京都市）

南部会場は説明会開始の３０分前から、北部会場は説明会開始の２０分前から受付を行い
ます。時間より早くにお越しいただいた場合、お待ちいただくことがございますのでご了
承ください。

会場ご参加にあたってのお願い

令和６年１１月作成


